
胎内市 

産後ケア事業のご案内 
 

出産後の身体回復や育児等に不安を持つお母さんが、退院後、母子共に医療機関等に宿泊又

は通所し、必要な保健指導を受けることができます。 

 

１．対象者 

胎内市に住所を有する、出産後１年未満のお母さんとお子さんで、お母さんの体調不良や育

児不安のある方、家族などから支援が受けられない方、産後の経過に応じた休養や栄養管理な

ど、日常生活面について保健指導が必要な方。 
 

２．事業の種別・補助額・内容 

種 別 宿泊型 デイサービス型 
（日帰り） 

利 用 回 数 7日まで 7回まで 

市の負担（補助）額 18,000円／日 12,000円／回 

 
 

内 容 

(1) お母さんと赤ちゃんの健康管理および生活面の指導 

(2) 乳房管理 

(3) 沐浴や授乳等の育児指導 

(4) その他必要とする保健指導 
 

３．委託医療機関等と費用 

施設名 
住所 

連絡先 

1 日あたりの費用（円） 利用可能な 

子どもの月齢 宿 泊 デｲサービス 

関塚医院 
新発田市中田町2-17-15 

0254-26-1405 

23,000 13,000 
1か月未満 

※個室利用の場合、個室代別途徴収  

富田産科婦人科 

クリニック 

新発田市諏訪町 1-2-15 

0254-22-1155 

25,000 13,000 
1か月未満 

※個室利用の場合、個室代別途徴収  

はっぴぃmama 

はうす 

新潟市中央区神道寺 1 丁
目 5 番 44号 
025-278-3177 

 19,000～ 

21,000 
12か月未満 

※利用料金は、上記「1日あたりの費用」から市の負担額（宿泊：18,000円、デイサービス：12,000

円）を差し引いた額です。 

※空室の状況により、希望どおりの利用ができない場合もありますので、各施設とご相談ください。 
 

４．利用方法 

（1）下記問い合わせ先に、利用申請にいらしてください。 

（2）審査の結果「胎内市産後ケア事業利用承認（不承認）通知書」を郵送します。 

（3）利用決定後に、希望する委託医療機関等に直接お申し込みください。 

 

【問い合わせ先】 

胎内市 健康づくり課 子育て応援係（ほっと HOT・中条内） 

〒959－2656 胎内市西本町 11 番 11 号 

電話：０２５４－４４－８６８０ 
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